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大沢地区防災計

画

総則

予防計画編

応急対策編（地

震・風水害）

資料編

第１章 大沢地区防災計画の方針 
 

１ 目  的 

東日本大震災をはじめ、これまでの多くの災害の教訓からも、大規模災害の発災直後に

は、消防や各行政機関など、「公助」による対応にも限界があるため、自らの身は自ら守

る「自助」、自分たちのまちは自分たちで守る「共助」の考え方を基本に、発災時に市民

や地域自らが対応できる体制をつくることが重要である。 

このため、大沢地区の地域特性に応じ、大地震や風水害など様々な災害の危険性を考慮

しながら、地区における防災力を高めることを目的とする。 

 

２ 大沢地区防災計画の構成及び組織編成 

大沢地区防災計画は、総則、予防計画編、応急対策編（地震・風水害）及び資料編で構

成する。 

大沢地区防災計画のもととなる組織は、地域に密着した活動が不可欠なため、自治会等

を母体とした単位自主防災組織とし、また、大沢地区としての連絡体制や協力体制を確保

し、災害発生時の応急活動を迅速かつ効果的に行うため、大沢地区自治会連合会を連合自

主防災組織とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

計 画 の 構 成 
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大 沢 地 区 住 民 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

地  区  連  携  図 

地区連合 

自主防災組織 

 

 

中高層共同住宅 

居住者及び 

管理者等 

 

事 業 者 

単位 

自主防災組織 

地区内で共助による連携強化を図る 
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３ 計画の修正 

  この計画は、毎年検討を加え、必要があるときはこれを修正する。 

  また、多様な主体の意見を反映できるよう、計画の検討・修正の際は、女性、災害時要

援護者支援団体、地域企業等の参画を促進する。 

避難所運営班 

情 報 連 絡 班 

防災専門員 

防災部長 

初 期 消 火 班 

救出・救護班 

自主防災隊長 

副隊長 
避 難 誘 導 班 

給食・給水班 

 

地区連合 

防災隊長 

副 隊 長 

単位自主防災組織 

自主防災隊長 各 班 

自主防災隊長 各 班 

地区連合自主防災組織 

   は防災リーダー 

自主防災組織編成図 

※計画の修正（見直し案）基本方針 

 ・計画内容に影響のない修正（法令等の引用条文など）については、適宜、修正を行

い、まちづくり会議等に報告をすることとする。 

 ・計画内容に変更を伴う修正については、計画策定組織に準じた構成員により、検討・

調整を行い、まちづくり会議へ付議し、意見を聞くものとする。 
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第２章 自助・共助の基本及び地区居住者等の役割 
 

１ 地区居住者の役割 

 (１) 「自らの身は自ら守る(自助)」及び「自分たちのまちは自分たちで守る(共助)」と

いう意識を持ち、防災訓練など大沢地区の防災活動に積極的に参加し、各個人、事業

所、自主防災組織等の防災行動力の向上及び相互協力関係の強化、災害時の連絡体制

の整備、ルールづくりをすすめ、災害に強い居住者と大沢地区を形成する。 

 (２) 常に災害に対する備えを怠らず、住居や所有若しくは使用する建造物等の安全性を

確保するとともに、非常時には少なくとも最低３日分以上（1週間分程度が望ましい）

の食料、飲料水、生活必需品等の備蓄、非常持出し品の準備など「自助」の取組を実

施する。 

また、過去の災害の教訓を伝承し、災害時には自らの情報を発信する。 

 (３) 災害時には、共助の視点の下、大沢地区内の近隣世帯、いわゆる「隣近所」が相互

に協力して助け合い、情報の把握、出火の防止、初期消火、救出・救護等に努めると

ともに、避難するに当たっては、災害時要援護者の支援を行い、冷静かつ積極的に行

動する。 

 (４) 自主防災組織へ参加し、体制等の整備、教育訓練に協力するとともに、災害時には

大沢地区の住民・事業者・中高層共同住宅居住者及び管理者等と連携して各種活動を

円滑に実施するよう「共助」の取組を実施する。 

 (５) その他、市及び各防災関係機関の行う防災対策活動に、積極的に協力する。 

 

２ 自主防災組織の役割 

 (１) 日頃から、大沢地区内の危険箇所、避難経路、災害時要援護者等の状況等を把握し、

大沢地区内の防災に係る方針の策定支援や防災マップ、防災活動用資機材の整備、点

検を実施する。 

 (２) 組織の班編成や活動内容を明確にしておき、組織員の教育訓練を推進するとともに、

大沢地区住民の参加、事業者及び中高層共同住宅居住者及び管理者等との連携の促進

等、大沢地区全体の防災力を向上させる取組を実施する。 

 (３) 災害時には、情報の収集・伝達、救出・救護、消火、避難誘導、避難所の運営協力、

災害時要援護者の支援等を実施する。 
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３ 事業者の役割 

 (１) 日頃から、その管理する施設及び設備の耐震性の確保、従業員等の発災時の一斉帰

宅抑制のための最低３日分以上（1週間分程度が望ましい）の食料及び飲料水等の備

蓄、初期消火、救出・救護等のための資機材の整備、従業員の安否確認及び従業員と

家族の連絡手段の確保、さらに、従業員の防災訓練や防災に関する研修等の積極的な

実施に努める。 

 (２) 対策の責任者を定め、災害が発生した場合の従業員のとるべき行動を明確にし、大

沢地区住民及び自主防災組織等と連携して、防災訓練など大沢地区の防災活動に積極

的に参加し、大沢地区の共助に取り組むよう努める。 

 (３) 災害が発生した場合には、市、大沢地区住民及び自主防災組織等と連携して、情報

の収集及び伝達、消火、救出・救護、避難誘導、帰宅困難者対策等を積極的に行うよ

う努める。 

 

４ 中高層共同住宅管理者等の役割 

 (１) 日頃から、建物及び設備の耐震性の維持、確保に努める。 

 (２) 地震等によるエレベータや電気、ガス、上下水道等の停止を想定した、居住者の生

活支障対策用設備（自家用発電、飲料水、簡易トイレ等）及び資機材の整備並びに共

同住宅内の自主防災体制の整備に努める。 

 (３) 周辺住民や自主防災組織等との連携強化に努めるとともに、防災訓練など大沢地区

の防災活動に積極的に参加し、大沢地区の共助に取り組むよう努める。 

 (４) 災害時には、居住者等の防災活動を統括し、中高層階居住者の生活支障対策（自家

用発電、飲料水、簡易トイレ等）を実施するとともに、市、大沢地区住民及び自主防

災組織等と連携して、情報の収集及び伝達、消火、救出・救護、避難誘導、帰宅困難

者対策等を積極的に行うよう努める。 
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第３章 地区の概要 
 

１ 自然的条件 

 (１) 特 徴 

    大沢地区の地形は、相模川沿いの低地と２段の台地（上段、中段）からなり、台地

の境には段丘崖が発達し、台地（中段）上を鳩川が流れている。 

    台地は主に住宅地、農地として、低地は主に公園として利用されている。 

(２) 主な自然災害 

    平成 27年の水防法の改正により、最大規模降雨量（※1）を想定し、「洪水浸水想

定区域」のほか、木造家屋が倒壊するような堤防決壊による氾濫流や河岸が削られて

崩れるような河岸浸食が生じる「家屋倒壊等氾濫想定区域」が示されている。 

大沢地区では、相模川及び鳩川沿いに浸水（内水）が想定され、鳩川沿いの一部住

宅地については、床下、床上浸水が想定される。 

河川の氾濫については、相模川清流の里付近において、氾濫の危険が想定されてい

る。 

    土砂災害としては、相模川沿いの傾斜地一帯と鳩川沿いの一部傾斜地及び下九沢の

一部傾斜地が土砂災害警戒区域等に指定されている。 

  ※１ 想定最大規模降雨量：おおむね 1,000年に 1回程度の確率で発生する大雨。鳩川上流で

は 24時間総雨量 333㎜、相模川では 48時間総雨量 567㎜。 

 

 

２ 社会的条件 

(１) 人 口 

大沢地区の人口は令和４年４月１日現在（住民基本台帳）、男性１６，５８１人、

女性１６，４１６人、合計３２，９９７人で、年齢別では、年少人口（１５歳未満）

が１３．２％、生産年齢人口（１５歳以上６５歳未満）５９．４％、老齢人口（６５

歳以上）が２７.４％となっている。 

なお、平均年齢は、４６．４６歳である。 

 (２) 交通及び緊急輸送路 

主要な道路は台地（中段）にあり、大沢地区の西部を県道４８号鍛冶谷相模原線が、

東部を県道５０８号厚木城山線が通っており、中心部を南北に市道下九沢大島線が通

っている。災害時の緊急輸送路としては、市道下九沢大島線、県道４８号鍛冶谷相模

原線及び同路線から避難所である各小中学校へ指定されている。 
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(３) 避難所・広域避難場所等 

    大沢地区には４校の小学校（大沢小学校、大島小学校、九沢小学校、作の口小学校）

と２校の中学校（内出中学校、大沢中学校）があり、災害時には避難所として指定さ

れている。（大沢小学校については、避難所・救護所の指定） 

    なお、風水害時避難場所「洪水及び土砂」として、小学校４校（大沢小学校、大島

小学校、九沢小学校、作の口小学校）と大沢公民館が指定されている。 

    また、広域避難場所としては、県立相模原総合高等学校、相模原北公園が指定され

ており、近隣の広域避難場所として、下九沢団地一帯が指定されている。   

   ※城山ダムの緊急放流などの際に、風水害時避難場所として、北総合体育館を開設す

る可能性がある。（令和元年東日本台風における城山ダム緊急放流） 
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第４章 防災アセスメント調査による地区被害想定 
                               （平成２６年５月） 

１ 想定地震と条件 

  想定地震と発生時刻等の条件は、次のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 建物被害 

  建物被害は次のとおりである。（冬 18時） 

 単位：棟   

想

定

地

震 

相模原市東部直下地震 本市の東部地域直下の地震（ﾏｸﾞﾆﾁｭｰﾄﾞ 7.1） 

相模原市西部直下地震 本市の西部地域直下の地震（ﾏｸﾞﾆﾁｭｰﾄﾞ 7.1） 

大正関東タイプ地震 
相模トラフで発生する 

ﾏｸﾞﾆﾁｭｰﾄﾞ 8クラスの海溝型地震 

条

件 

季 節・時 刻 夏 12時、冬 18時、冬深夜 2時の３ケース 

天     候 晴れ、風速３ｍ（本市の平均風速） 

想定地震 建物総数 全壊 焼失 
大規模 

半壊 
半壊 

東部直下地震 8,935 420 54 3 1,259 

西部直下地震 8,935 407 19 3 1,246 

大正関東 

タイプ地震 
8,935 28 0 0 355 
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３ 人的被害 

  単位：人 

 

４ ライフラインの被害予測 

  緑区で想定されているライフライン被害は次のとおりである。 

(１) 上水道（※西部直下地震） 

夜 間 

人 口 

給 水 

人 口 

断水域内人口 断水人口率 

1日後 1週間後 1か月後 1日後 1週間後 1か月後 

176,192 172,185 132,353 99,642 18,811 77％ 58％ 11％ 

(２) 都市ガス（※東部直下地震） 

夜間人口 
都市ガス 

供給域内人口 

供給停止人口率 

1日後 1週間後 1か月後 

176,192 97,972 100％ 98％ 62％ 

(３) 電気（※西部直下地震） 

夜間人口 
停電域内人口 停電人口率 

1日後 3日後 1週間後 1日後 3日後 1週間後 

176,192 117,277 45,685 3,084 67％ 26％ 2％ 

  ※大沢地区では、想定地震である東部直下地震と西部直下地震の震源域が重なりあう地

区であり、想定地震によっては、被害量が異なるため、最大被害量となる想定地震か

ら抽出した。 

 

 

 東部直下地震 西部直下地震 
大正関東 

タイプ地震 

冬２時 

死 者 26 26 1 

閉 込 者 133 129 9 

重 傷 者 35 34 2 

軽 傷 者 219 214 55 

冬１８時 
避 難 者 当 日 1,041 961 122 

避難者１週間後 2,542 2,468 830 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
２ 災害予防計画 
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第１章 災害に強い地区づくり 

 

１ 基本方針 

  震災時の火災や火災による延焼被害等を最小限にとどめるため、倒壊の危険性のある空

き家対策や中高層共同住宅等の災害対策及び大沢地区の特性に応じた災害対策を促進し、

生命と財産を守る災害に強い大沢地区づくりを推進する。 

 

２ 自主防災組織の育成支援 

 (１) 大沢地区は、地区防災活動の推進を図り、自治会等を中心とした自主防災組織の育

成を推進するとともに大沢地区内の防災リーダーを支援する。その際、女性の参画の

促進に努めるものとする。 

 (２) 大沢地区は、自主防災組織が、災害時に有効に活動できるよう組織の充実強化を図

るための訓練等を支援する。 

 

３ 自主防災組織の編成（例） 

(１) 単位自主防災組織 

     単位自主防災組織は、各自主防災組織の規模や活動の状況等に応じて編成するこ

とが大切であり、円滑な防災活動を行えるよう、以下の基本的な方針に沿った組織づ

くりとする。 

 

本  部 各班の総合調整、地域全体の防災活動の統率 

情報連絡班 情報の収集・伝達活動 

初期消火班 消火器等による初期消火活動 

救出・救護班 負傷者の救出・救護活動 

避難誘導班 住民の避難誘導活動 

避難所運営班 避難所の運営活動 

給食・給水班 炊き出し等給食・給水活動 

災害時要援護者支援班 災害時要援護者への支援活動 

 

自主防災隊長 
地区連合自主防災組織との連絡調整や防災訓練等の計画・実施、

組織内の情報伝達体制の整備 

副隊長 自主防災隊長の補佐 

防災部長 
自主防災隊長の補佐及び防災活動に係る各班への専門的、技術的

指導・指揮 
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【各班の平常時・災害時の役割】 

 平常時 災害時 

情報連絡班 
啓発活動、情報伝達訓練及び

連絡様式の準備等。 

被害情報等を収集し、地区

連合自主防災組織を通じて、

市の現地対策班に連絡すると

ともに、正しい情報を住民に

伝達する。 

初期消火班 

消火技術の習得や消火器等

の事前点検を行うとともに、地

域の事業所が持つ自衛消防隊

との連絡体制の構築に努める。 

安全を確保しつつ、初期消

火活動を行い、火災の拡大を

防御する。 

救出・救護班 

救出方法、応急手当の方法、

担架搬送の要領等の技術を習

得する。 

周囲の人の協力を求め、負

傷者等の救出・救護活動を行

う。負傷者の応急手当と救護

所への搬送。 

避難誘導班 
避難経路の安全チェック、危

険要素のチェックを行う。 

全員が安全に避難できるよ

うに避難誘導を行う。避難者

の安全確保、安全確認を行う。 

避難所運営班 

避難所運営本部の立ち上げ

及び運営方法について訓練を

行う。 

施設管理者や市職員と協力

し、「避難所運営本部」を立ち

上げ、避難所の自主的な運営

を行う。 

給食・給水班 
炊き出し方法、給食の配分方

法、給水方法を習得する。 

給食・給水のルールをつく

り、秩序ある給食・給水活動を

行う。 

災害時要援護者支援班 
要援護者の把握、支援方法の

確立に努める。 

関係団体や地域住民と協力

して、要援護者各人の要望を

親身になって聞き、要援護者

活動に取り組む。 
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(２) 地区連合自主防災組織 

 

平常時 災害時 

地区連合防災隊長や防災専門員は、協

力・連携し、情報の収集・伝達訓練、避

難誘導訓練、避難所運営訓練、炊き出し

等給食・給水訓練、災害時要援護者支援

訓練など、単位自主防災組織を超えた地

域防災訓練、イベント等の計画・実施を

行う。 

 地区連合防災隊長や防災専門員は、市

や構成単位自主防災組織との間に立ち、

防災関連情報等の連絡や防災訓練等に

関する調整などを行う。 

 

災害時には、地区連合防災隊長や防災専

門員など、事前に決められた人員により、本

部を設置し、市（現地対策班）・単位自主防

災組織との間に立ち、情報のとりまとめ・伝

達活動を行う。 

単位自主防災組織や避難所間の連絡・調

整をするとともに、被害の大きいところに

集中的な対応を行うなど、単位自主防災組

織を超えた効果的な災害対応を行う。 

なお、地区連合自主防災組織の本部は、市

の現地対策班とともに、各出張所及び本庁

管内公民館に設置する。 

 

４ 自主防災組織との連携 

  事業者・中高層共同住宅居住者及び管理者等については、自主防災組織が行う各種役割

について、積極的に協力するとともに、大沢地区内での地域コミュニティの形成を図るよ

う努める。 

  また、災害時に備え円滑な防災活動を行えるよう、各種役割分担や連絡体制の充実強化

に努める。 

地区連合防災隊長 
防災に関わる市との連絡調整や地域防災訓練等の計画・実施、地

区連合自主防災組織間の連絡協力体制づくり 

副隊長 地区連合防災隊長の補佐 

防災専門員 
地区連合防災隊長の補佐及び防災活動に係る専門的、技術的指

導・指揮 
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５ 出火防止及び初期消火対策 

(１) 出火防止 

大地震時等においては、各所に同時多発的な出火が考えられ、道路、建物の損壊に

よる障害物などが重なると、消防力は大きく阻害される。また、強風、夜間といった

悪条件が加わると一層火災の拡大が懸念されることから、出火防止の徹底を図るため、

各家庭において、主として次の事項に重点を置いて点検整備する。 

① 火気使用設備器具の整備及びその周辺の整理整頓状況 

② 可燃性危険物品等の保管状況 

③ 消火器等の消火資機材の整備状況 

④ その他建物等の危険箇所の状況 

(２) 初期消火対策 

    大地震発生時等には、火災の同時多発、消防車の通行不能、消火栓の使用不能等に

より、消防機関の活動は通常の火災の場合よりも大幅に制限される。 

    すべての住民が自宅や近隣所といったごく身近なところで初期消火活動を実践し、

火災の拡大を防御することが重要であるため、安全を確保しつつ、迅速に初期消火活

動を行い、火災の拡大を防御する。 

初期に消火することができるようにするため、次の消火資機材を配備する。 

① 可搬式（小型）動力ポンプの防火水槽付近への配備 

② 消火器、簡易消火具等の各家庭への配備 

 

６ 火災延焼対策 

甚大な人命被害をもたらす市街地大火や火災旋風など、大規模地震に伴う火災延焼を

最小限にとどめるために、道路の拡幅や建築物の不燃化を推進する。 

また、木造密集地など市街地大火の危険の高いところや高層建物など炎上による死亡

リスクの高いところについては、感震ブレーカーの設置を促進するなどの啓発を行う。 

 

７ 空き家対策 

  市と連携して、所有者等による空き家の適正管理を啓発するとともに、利活用や危険な

空き家の防止を促すことにより、新たな空き家の発生を抑制し、地区の防災力向上につな

げていく。 

 

８ 災害危険の把握 

  災害予防に資するため、次のとおり地区固有の防災問題に関する把握を行う。 

  また、それらを記載した地図を作成し、大沢地区内で情報共有する。 

(１) 把握事項は、次のとおりとする。 

   ① 危険地域、区域等 
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   ② 大沢地区の防災施設、設備 

   ③ 過去の災害履歴、災害に関する伝承 

 

 (２) 把握の主な方法は、次のとおりとする。 

   ① 相模原市防災アセスメント調査 

   ② 相模原市地区別防災カルテ 

   ③ 相模原市ハザードマップ（洪水・土砂） 

   ④ 防災まちあるき 

   ⑤ さがみはら防災マップ 

 

９ 中高層共同住宅等の災害対策 

  中高層共同住宅等の管理者は、敷地・建物内に防災備蓄スペース、防災対応トイレなど、

ライフラインが復旧するまでの間、居住者が自立生活できるための震災対策用設備等を確

保するよう努める。 

  また、必要に応じ火災対策として、感震ブレーカー等の設置に努める。 

 

１０ 洪水浸水被害が予測される場合の対応 

  神奈川県から城山ダム緊急放流実施の連絡や台風に伴う大雨の影響により、相模川沿い 

に洪水浸水被害が予測される場合には、現地対策班と連携を図るとともに、城山ダム緊急 

放流タイムラインに基づき対応する。  
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第２章 災害に対する備え 
 

１ 基本方針 

  日ごろから災害に対する十分な備えを行うとともに、発災直後の迅速かつ効果的な対

応を図ることで被害を軽減する。 

 

２ 防災知識の普及・啓発 

地区住民の防災意識を高揚するため、次のとおり防災知識の普及・啓発を行う。 

(１) 普及・啓発事項は、次のとおりとする。 

① 防災組織及び防災計画に関すること。 

② 地震、火災、水災等についての知識に関すること。 

③ 各家庭における防災上の留意事項に関すること。 

④ 避難行動の考え方に関すること。 

⑤ 地震発災後７２時間における活動の重要性に関すること。 

⑥ 食料等を最低３日分以上確保することの重要性に関すること。 
  （１週間分程度が望ましい） 

⑦ 住宅の安全対策に関すること。（耐震化、感震ブレーカー、家具の固定等） 

⑧ ブロック塀の安全対策に関すること。 

⑨ マイ・タイムライン作成に関すること。 

⑩ ペットの災害対策に関すること。 

⑪ 南海トラフ地震臨時情報に関すること。 

⑫ 防災メールやテレビ神奈川データ放送など防災情報の取得に関すること。 

⑬ その他防災に関すること。 

(２) 普及・啓発の方法は、次のとおりとする。 

① 広報誌、パンフレット、リーフレット、チラシ等の配布 

② 講演会、座談会、映画上映会等の開催 

③ パネル等の展示 

④ 防災地図等の作成 

(３) 実施時期 

火災予防運動期間（春季３／１～３／７、秋季１１／９～１１／１５）、市防災

週間等防災関係諸行事（市防災週間・毎年７月第１土曜日から始まる１週間）の行

われる時期に行うほか、他の催し物に付随する形式で随時実施する。 

 

３ 災害に備えた各家庭での取組 

  月に一度は家族全員で防災会議を開き、地震災害を想定して、わが家の安全対策や避難

の方法・緊急連絡手段等の取り決めなどの話し合いを行う。また、非常持ち出し品や防災

用具の点検や補充を随時実施する。 
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４ 防災訓練の実施 

大地震等の災害の発生に備えて、情報の収集・伝達、初期消火、救出・救護、避難誘導、

災害時要援護者対策等が迅速かつ適切に行えるよう、次により防災訓練を実施する。 

(１) 訓棟の種類 

訓練は、個別訓練・総合訓練、体験イベント型訓練及び図上訓練とする。 

(２) 個別訓練の種類（自主防災組織単位） 

  ① 情報収集・伝達訓練 

  ② 消火訓練 

  ③ 避難訓練 

  ④ 救出・救護訓練 

  ⑤ 給食・給水訓練 

  ⑥ 図上訓練（ＤＩＧ１、ＨＵＧ２） 

  ⑦ クロスロード３ 

(３) 総合訓練 

    総合訓練は、２以上の個別訓練について総合的に行うものとする。 

    また、相模原市等が行う訓練に参加する。 

(４) 体験イベント型訓練 

防災を意識せずに災害対応能力を高めるために行うものとする。 

  (５) 訓練実施計画 

    訓練の実施に際しては、その目的、実施要領等を明らかにした訓練実施計画を作成

する。 

  (６) 訓練の時期及び回数 

    訓練は、原則として春季（３/１～３/７）及び秋季（１１/９～１１/１５）の火災

予防運動期間中並びに防災の日（９/１）に実施する。総合訓練にあっては年１回以

上、個別訓練にあっては随時実施する。 

 

５ 防災資機材等の点検・管理 

  防災資機材等の備蓄及び管理に関しては、次により行う。 

 (１) 配備計画 

    【資料-配備計画書】 

 (２) 定期点検 

    市防災週間（毎年７月第１土曜日から始まる１週間）を全資機材の点検日とする。 

 
１災害図上訓練 地図を用いて防災対策を検討する訓練のこと  

２
避難所運営ゲーム 避難所で起こる様々

な出来事にどう対応していくかを模擬体験するゲーム  
３
阪神・淡路大震災で、災害対応にあたった神戸市

職員の体験談をもとに作成されたカードゲーム形式の防災教材 
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６ 消防団の平常時の活動 

  消防団は、消防本部や消防署と同様、消防組織法に基づき、それぞれの市町村に設置さ

れる消防機関です。地域における消防防災のリーダーとして、平常時・非常時を問わずそ

の地域に密着し、住民の安心と安全を守るという重要な役割を担っています。 

(１) 平常時の任務 

① 火災予防啓発活動 

地区の防災訓練や市が行う総合防災訓練に参加したり、各種火災予防運動などを

通じて火災予防を呼びかけています。 

② 消防施設の保全 

各分団には、その活動の拠点となる詰所があり、火災等の災害に備えて常に整備

された状態で管理されています。また、各分団に配備されている機械器具等につい

ても最善の状態で管理するとともに、器具の取扱い訓練を通じて、その習熟に努め

ています。 

③ 教育訓練 

消防団の任務遂行に必要な専門的知識や技能を習得するために様々な研修、教育

及び訓練を行っています。 

④ 地区の行事等への参加 

地区の行事（お祭り等）での警戒活動や防災指導。地区会合へ出席し、消防団活

動の紹介や防火防災の広報活動などを行っています。 

(２) 消防団の主な施設・装備の点検・整備 

消防団が効果的な災害活動を行うため、消防団詰所、消防車両および可搬ポンプな

どの施設や資機材、防火衣などの装備を点検整備しています。 

 

７ 災害時要援護者の把握、避難支援体制 

  災害が発生した場合に、高齢者、障害者その他の特に配慮を要する者などに対する適切

な応急対応及び救援活動を行うため、各地域の特性や実情を考慮し、日頃から大沢地区の

コミュニティの形成や社会福祉活動に積極的に取り組み、災害時に備える。 

  なお、単位自治会などを中心とした災害時要援護者への避難支援体制づくりについては

「相模原市災害時要援護者避難支援ガイドライン」を参考にして対策に努めることとする。 

(１) 災害時要援護者名簿の活用 

災害時に避難状況を把握するため災害時要援護者名簿を活用し、社会福祉協議会、

民生委員・児童委員、自治会等と連携を取り合って救出・救護活動を行う。 

(２) 災害時要援護者の避難誘導、救出・救護方法等の検討 

   災害時要援護者に対する円滑な避難誘導や効果的な救出・救護活動等について予め

検討し、訓練等に反映させる。 
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(３) 災害時要援護者の避難支援 

市長から避難指示、勧告等が出たとき、又は大沢地区防災組織の会長等が避難の必

要があると認めたとき、会長等の避難支援開始の指示に基づき、災害時要援護者を安

全に避難場所へ誘導を行う。 

(４) 避難場所等 

① 避難経路 別紙大沢地区防災カルテ等参照 

② 避難場所等 次のとおり（一時避難場所は別表とする） 

広域避難場所 
 
県立相模原総合高
等学校 

相模原北公園 下九沢団地一帯 

避難所 
大沢小学校 大島小学校 九沢小学校 

作の口小学校 内出中学校 大沢中学校 

救護所 大沢小学校   

※風水害時避難場所 
大沢公民館（洪水・

土砂） 

小学校４校（洪水・

土砂） 
 

  ※風水害時避難場所 

   ・大雨による被害から一時的に逃れるために避難する場所 

   ・各自治会が指定する建物（自治会館等）は自治会が運営 

    ・市が指定する公共施設（公民館及び小学校）は市の担当職員が運営 

    ［城山ダムの緊急放流などの際に、北総合体育館を開設する可能性がある。（令和

元年東日本台風における城山ダム緊急放流））］ 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

            



 

 

 

 

 

 
３ 応急対策計画 
  (地震・風水害) 
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第１章 地区災害対策本部活動 
 

１ 地区災害対策本部の設置 

  相模原市で「震度５強」以上の地震が観測された場合、または南海トラフ地震臨時情

報（巨大地震警戒、巨大地震注意）が発表された場合、もしくは風水害等により、大沢

地区に甚大な災害被害が想定される場合には、大沢まちづくりセンター内に「大沢地区

災害対策本部（以下「本部」という。）」を設置する。 

本部を設置した場合には、「市緑区本部大沢まちづくりセンター班現地対策班（以下

「市大沢現地対策班」という。）」にその旨を連絡する。 

 

２ 本部の活動 

  本部は、大沢地区内の被害情報等の収集及び災害時要援護者の避難支援を行うととも

に、大沢地区の状況について市大沢現地対策班に報告する。 

また、避難所運営協議会と市大沢現地対策班との連絡・調整を行う。 

 

３ 本部の廃止 

  地震、風水害等による災害発生のおそれがなくなった場合、国から後発地震に対して

注意する措置の解除が呼びかけられた場合、もしくは発生した災害・応急対策が概ね終

了したと認められる場合には、本部を廃止する。 

本部を廃止した場合には、市大沢現地対策班にその旨を連絡する。 

 

４ 災害時の動員・連絡体制 

  災害応急対策を迅速かつ円滑に実施するため、会長等は地区内の連絡体制基準等によ

り動員を行う。ただし、状況により必要と認められるときは、基準と異なる動員を行う

ことができる。 

 

５ 情報の収集・伝達 
被害状況等を正確かつ迅速に把握し、適切な防災・応急措置を行うため、情報の収集・

伝達を次により行う。    

（情報の収集・伝達の方法） 

情報の収集・伝達は、テレビ、ラジオ、各種電話、防災行政無線（ひばり放送）、ファ

ックス、インターネット、伝令等による。 

情報は、簡潔明瞭が肝心であり、「いつ、どこで、なにが、（だれが）、どうして、ど

のように」の要領で情報を収集し、伝達する。 
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第２章 応急対策活動 
 

１ 水防活動、初期消火活動 

 (１) 水防活動 

     風水害時、雨量の増加による浸水（内水）や河川水位が堤防高近くになった場合に

は、浸水（内水）被害や堤防被害を防ぐため市及び消防機関に協力し土のう積を行う。 

(２) 初期消火活動 

   発災後、初期段階においては、大沢地区住民及び自主防災組織等は自発的に初期消

火活動を行うとともに、消防機関に協力するよう努めるものとする。 

なお、火災に際しては初期消火が特に重要になるため、自主防災組織等は各家庭に

対して、火の元の始末など出火防止のための措置を講じるように呼びかけるとともに、

火災が発生した場合、消火器、水バケツ、小型動力ポンプ等を活用し、隣近所が相互

に協力して初期消火に努める。 

 

２ 救出・救護・搬送 

(１) 救出・救護活動 

建物の倒壊、落下物等により救出・救護を必要とする者が生じたときは、直ちに救

出・救護活動を行う。この場合、現場付近の者は、救出・救護活動に積極的に協力す

る。 

 (２) 救出・救護活動等の原則 

   ① 救出・救護活動は、救命処置を必要とする者を優先して行う。 

   ② 救出・救護の事態が火災現場付近とそれ以外の場所にあった場合は、火災現場付

近の救出・救護を優先して実施する。 

   ③ 傷病者の救急搬送は、救命・救急処置を必要とする者を優先して、医療機関等に

搬送し、その他の傷病者は、消防団員、自主防災組織等の協力を得て、自主的な応

急手当を行う。 

(３) 医療機関等への搬送 

救出・救護班は、負傷者が医師の手当を必要とすると認めたとき、または避難所か

ら医療機関等への搬送が必要とされる時は、原則として、救護所または拠点救護所に

搬送する。 

① 大沢小学校（救護所） 

② 相模原中央メディカルセンター（拠点救護所） 

③ 森田病院、晃友脳神経外科眼科病院（地域救護病院） 

④ 相模原協同病院、相模原赤十字病院（災害拠点病院） 

⑤ その他（別添大沢地区防災カルテ等参照） 
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(４) 消防の出動要請 

救出・救護班は、消防による救出が必要であると認めるときは、１１９番通報し、

消防の出動を要請する。 

 

３ 避難誘導 

災害が発生し、又は発生のおそれがあり、人命に危険が生じ、又は生じる恐れがあると

きは、区域内にいる全ての人に対して、次により避難を行う。 

(１) 避難誘導の指示 

市長から避難指示が発令されたとき、城山ダム緊急放流が発表されたとき、又は地

区防災組織の会長等が避難の必要があると認めたとき、会長等は避難誘導班に対し避

難誘導の指示を行う。 

(２) 避難誘導 

避難誘導班員は、会長等の避難誘導開始の指示を受けた時は、避難計画に基づき、

住民を避難場所に誘導する。 

  (３) 避難所の管理・運営 

    災害時における避難所管理・運営については、各避難所運営マニュアルのとおりと

する。 

(４) 避難場所等 

① 避難経路 別紙大沢地区防災カルテ等参照 

② 避難場所等 次のとおり（一時避難場所は別表とする） 

広域避難場所 
 
県立相模原総合高
等学校 

相模原北公園 下九沢団地一帯 

避難所 
大沢小学校 大島小学校 九沢小学校 

作の口小学校 内出中学校 大沢中学校 

救護所 大沢小学校   

※風水害時避難場所 
大沢公民館（洪水・

土砂） 

小学校４校（洪水・

土砂） 
 

  ※風水害時避難場所 

   ・大雨による被害から一時的に逃れるために避難する場所 

   ・各自治会が指定する建物（自治会館等）は自治会が運営 

    ・市が指定する公共施設（公民館及び小学校）は市の担当職員が運営 

    ［城山ダムの緊急放流などの際に、風水害時避難場所として、北総合体育館を開設

する可能性がある。（令和元年東日本台風における城山ダム緊急放流））］ 
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４ 災害時要援護者対策 

  災害時において、高齢者、障害者その他の特に配慮を要する者に対して、大沢地区住民

及び関係機関等の協力を得て、効果的な応急対策を総合的かつ優先的に行うものとする。 

 (１) 災害発生時の対応 

    災害発生後概ね３日間を目途に、災害時要援護者の安否確認や避難支援等の支援活

動を積極的に行うこととする。 

    なお、単位自治会などを中心とした災害時要援護者への支援活動については「相模

原市災害時要援護者避難支援ガイドライン」を参考にして対策に努めることとする。 

 (２) 情報収集 

    大規模災害が発生した場合、支援組織は安全が確保される範囲内において、支援台

帳等をもとに災害時要援護者宅の個別訪問など、主体的に安否確認を行い、大沢地区

内支援組織間での情報を共有するとともに本部に報告する。 

 なお、単位自治会などを中心とした災害時要援護者への支援活動については「相模

原市災害時要援護者避難支援ガイドライン」を参考にして対策に努めることとする。 

 (３) 避難誘導 

    発災後の避難誘導方法及び災害時要援護者別状況の対応については「相模原市災害

時要援護者避難支援ガイドライン」を参考に行うこととし、避難経路、避難場所につ

いては、安全を確認の上、指定された場所等に速やかに誘導することとする。 

 

５ 住民の安否確認 

  大沢地区内の自主防災組織等は、避難所運営協議会及び市大沢現地対策班から、住民の

安否確認の情報収集を行い、必要に応じて救出・救護班、避難誘導班等により編成された、

現地確認班等が、安全が確保される範囲内において現地確認を行い、住民の安否確認の情

報収集を行う。 

  また、収集された情報については、適時、本部に報告を行い、報告を受けた本部は、随

時、市大沢現地対策班に報告する。 

 

６ 在宅避難者の把握・支援 

  大沢地区内の自主防災組織等は、避難所運営協議会及び市大沢現地対策班から、在宅避

難者の情報収集を行うとともに、随時、現地等での情報収集を行い、必要に応じて、避難

所運営協議会及び市大沢現地対策班と協力して在宅避難者への支援を行う。 

 

７ 南海トラフ地震臨時情報の内容に応じた対応 

 南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒、巨大地震注意）が発表され、事前の準備行動

等を行う必要があると認められた場合には、後発地震の発生に備えた事前避難対策等を実

施する。 
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構成 

           【平常時】 

・自治会から選出された委員 

・避難所担当市職員 

・施設管理者（校長等） 

・その他協議会が必要と認める者 

【災害時】 

・避難者の代表者 

８ 避難所運営 

  避難所運営については、「避難所運営マニュアル」に基づき、避難所運営協議会が中心

となって、避難所運営を行うこととする。 

  また、避難所の運営に当たっては、「避難所運営マニュアル 新型コロナウイルス感染

症対策編」に基づき、感染症予防の対策を行うこととする。 

 

【組織図】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
【各班の役割】 

班 名 平常時 災害時 

管理班 

・避難所運営方法の検討 

・生活ルールの作成 

・検討及びルールに基づ

いた訓練の実施 

避難所の安全管理、居住区画の設定等、衛生対策 

情報班 

避難者名簿の作成、市災害対策本部等との情報

交 

換、避難者への情報提供、避難所の設営及び避難 

者の受入れ 

衛生班 
施設のトイレ衛生対策、ペット同行避難者への

対応 

救護班 
負傷者の救護、けがをしている場合の救護者へ

の対応 

要援護者支援班 要援護者を巡回し、個々の状況の聞き取り調査 

給水班 飲料水の確保、不足した場合の対応 

救援物資班 救援物資の受入れ、救援物資の配布、物資の要請 

炊き出し班 炊き出しの実施、水食料などの要請 

安全・警備班 避難所内での事故・盗難防止等の安全管理 

避難所運営協議会 

会長(自治会から選出

された委員の中から

選出) 

 

【作業班】 

管

理

班 

情

報

班 

救

護

班 

給

水

班 

救

援

物

資

班 

炊

き

出

し

班 

安

全

・
警

備

班 

要
援
護
者
支
援
班 

衛

生

班 
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９ ボランティアの活動について 

  災害時におけるボランティア活動による支援については、市大沢現地対策班等と連絡調

整を行い、以下の各種活動分野に対して、必要に応じて支援を要請することとする。 

 (１) 専門ボランティアの活動分野 

   ア 医療看護（医師、歯科医師、薬剤師、保健師、看護師、柔道整復師等） 

   イ 福祉（手話通話、介護士） 

   ウ 無線（アマチュア無線技士、タクシー無線） 

   エ 特殊車両操作（大型重機等操作資格者） 

   オ 通訳（外国語通訳） 

   カ 被災建築物の応急危険度判定（応急危険度判定士） 

   キ 相談業務（弁護士、会計士、カウンセラー等） 

   ク その他専門知識や技能を必要とする分野 

 (２) 生活支援ボランティアの活動分野 

   ア 救援物資の整理、仕分け、配分 

   イ 避難所の運営補助 

   ウ 救護所の運営補助 

   エ 清 掃 

   オ 災害時要援護者等の生活支援 

   カ 広報資料の作成 

   キ その他危険のない作業 
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１０ 他組織との連携 

  防災訓練や災害時の応急活動については、他の地区防災組織や災害ボランティア団体等

と連携を図るものとする。 

他の自主防災組

織との連携強化

する 

単位自主防災組織を超えた連携として、地区連合自主防災組織があるが、

その他、以下のような連携づくりに努める。 

○隣接する自主防災組織との連携（小規模な組織での合同訓練の実施等） 

○地区連合自主防災組織間の連携・協力応援体制 

市の支援体制を

活用する 

自主防災組織は、防災の専門家や関係機関の指導、助言を必要とする面も

ある。各種訓練の実施や日常活動を効果的に進めるためには、行政機関や防

災関係機関との協力関係が必要である。 

毎年、「自主防災組織変更届出書」を大沢まちづくりセンター等に提出す

る際や、自主防災訓練、防災研修会、事業所訓練を実施するため「防災訓練

等実施申請書」や「消防訓練等実施申請書」を受持ちの消防署所に申請する

ことによって、様々な市からの支援が受けられる体制となっている。 

事業所との協力

関係を構築する 

平日の昼間への対応として、地域にある事業所と協力関係を構築してお

くことは有効な手段である。 

○平常時の連携づくり 

・事業所の自主防災組織への参加促進 

・事業所の防災訓練への参加促進 

○災害時における協力関係の構築 

・事業所内で編成する自衛消防隊の初動期での周辺地域への応援 

・事業所で保有する重機・機器及び関係施設の活用 

○市の役割 

・事業所への意識啓発 

・協力関係構築に関する指導 

避難所運営を念

頭においた協力

体制をつくる 

避難所の運営は、避難者や自主防災組織が中心に行うことになるが、避難

所の運営を円滑に行うため、平常時から、同一避難所に避難する単位自主防

災組織相互、校長等及び避難所担当市職員とそれぞれの役割、業務内容など

について理解を深める協議の場を設けるとともに、実践的な避難所運営訓

練を行うことが必要である。 

特に、単位自主防災組織の避難所運営班は、避難所運営本部の立ち上げを

行うとともに、運営本部内に組織される各作業班に加わり、具体的な運営管

理を行う。 

協力を依頼する

人達との取り決

めを行う 

医療関係従事者、民生委員・児童委員、建設業関係従事者、大型建設機械

の操作技術者、その他の特殊技能者、アマチュア無線や手話通訳、救急救命

士、応急危険度判定士等の資格取得者、ボランティア活動の希望者など、災

害時に協力を依頼することが考えられる人、特に地域に在住・在勤している

人達と災害時の協力・応援に関する取り決めを結んでおくことは、いざとい

うときに非常に役に立つ。 

  



 

 

 

 

自治会指定一時避難場所一覧 

 

一時避難場所 

長徳寺（1） 

（緑区大島 756） 

大沢小学校（2） 

（緑区大島 1566） 

大島ふれあい広場(2) 

（緑区大島 3266-1） 

中の郷自治会公会堂(2) 

（緑区大島 3201） 

日々神社(3) 

（緑区大島 2250） 

常盤自治会館(3) 

（緑区大島 2230-4） 

常盤子どもの広場(3) 

（緑区大島 2652-1.3.4） 

古清水自治会館(4) 

（緑区大島 2357-2） 

上九沢自治会館(5) 

（緑区上九沢 69-1） 

大島小学校(5) 

（緑区大島 1121-19） 

上九沢子ども広場(5) 

（緑区上九沢 86） 

日之森神社(6) 

（緑区下九沢 2351-2） 

九沢八坂神社(6) 

（緑区下九沢 1991-3） 

九沢中央子ども広場(6) 

（緑区下九沢 2359-1.5） 

九沢自治会館(6) 

（緑区下九沢 2440） 

御嶽神社(7) 

（緑区下九沢 1336） 

塚場自治会館(7) 

（緑区下九沢 1315） 

宮下自治会館脇駐車場

(8) （緑区下九沢 582-1） 

作の口児童館・子供広場

(9) （緑区下九沢 498-1） 

作の口小学校(9) 

（緑区下九沢 459-1） 

上九沢集会所(10)(11) 

（緑区上九沢 4-19） 

桜木台公園(12) 

（緑区下九沢 479-47） 

大島団地公園・県営大島団地

集会所(13)（緑区大島 11） 

九沢小学校(14) 

（緑区大島 1859-3） 

上中ノ原団地中央広場

（15）（緑区下九沢 1558） 

大沢団地スポーツ広場

(16)（緑区下九沢 1764） 

グリーンヒル下九沢自治

会集会所・塚場公園(17) 

（緑区下九沢 1590-1） 

 ※名称括弧内数字が自治会一覧の数字 

 

大沢地区自治会一覧 

１．上大島 ２．中の郷 ３．常盤 ４．古清水 

５．上九沢 ６．九沢 ７．塚場 ８．下九沢宮下 

９．作の口 10．上九沢西 11．上九沢中央 12．桜木台 

13．県営大島団地 14．神明平 15．上中ノ原団地 16．大沢団地 

17．ｸﾞﾘｰﾝﾋﾙ下九沢    
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大沢地区災害時初動マニュアル 
 

１．地震時の初動体制 

地震は、震度５弱を超えると大半の人が恐怖を覚え物につかまりたいと感じる。また震度 5 強になる

と棚から物が落ちたり、窓ガラスが割れて落ちたりすることがある。震度 6 弱以上となるとわずかだが

全壊住宅が出始め、震度 6 強で全壊住宅が急増する。 

このように震度によって被害の程度は大きく異なるので、震度を目安に次のとおり大沢地区の初動体

制を定める。震度が確認できない場合は、「（３）震度の目安」により自らが判断することとする。 

ただし、全ての防災行動は、自身と家族の安全を確保してから行うことが大前提であることを事前に大

沢地区で合意しておく。 

 

（１）震度５弱の対応（警戒本部設置） 

【地区連合自主防災組織役員及び自主防災組織役員】 

①それぞれが自主的に大沢まちづくりセンターもしくは指定集合場所等へ集合し、地区災害警戒 

本部を設置する。 

   ②情報連絡班は、テレビ、インターネット等により情報を収集する。 

   ③会長等は、避難誘導班及び災害時要援護者班に要援護者の安否を確認させる。 

   ④被害が発生している場合は、地区災害対策本部に切り替え各班で対応に当たる。 

【避難誘導班・災害時要援護者班】 

   ①要援護者の安否確認を行う。 

   ②必要に応じ、本部へ支援を求める。 

【初期消火班、救出・救護班、給食・給水班の各班員】 

   ①各班員は、自宅周辺で被害があった場合は、班長（副班長）へ報告する。 

   ②班長からの指示があるまで自宅で待機する。 

 

（２） 震度５強以上の対応（地区災害対策本部設置） 

【地区連合自主防災組織役員及び自主防災組織役員と情報連絡班】 

   ①それぞれが自主的に大沢まちづくりセンターもしくは指定集合場所等へ集合し、地区災害対策 

本部を設置する。 

②会長等は、被害状況の把握に努め、各班に指示を出し対応に当たらせる。 

③班長、副班長は、会長等の指示により災害対応に当たる。 

④情報連絡班は、災害情報を収集し、必要に応じて住民等へ伝達する。 

⑤情報連絡班は、住民等の安否情報を集約し、随時会長等に報告する。 

⑥情報連絡班は、各班から入手した情報を整理し記録する。 



 

 

 

【避難誘導班・災害時要援護者班】 

   ①地区災害対策本部もしくは指定集合場所等に直接参集せず、複数名で近隣単位に集合して、住 

    民等（要援護者を含む）の安否確認を行う。 

   ②要援護者の個別支援者は、直接担当する要援護者の安否確認を行う。 

③可能な限り班長に安否確認着手の連絡をいれ、終了後は結果報告を行う。 

④安否確認中に火災又は要救助者を発見した場合は、消防署及び地区災害対策本部等に対して消 

火又は救助を要請し、他者が到着するまで応急対応を行い、他者が到着後は安否確認を継続す 

る。 

⑤避難者は安全なところへ待機させておき、安否確認が終了した後、揃って避難所等へ移動させ 

る。 

【初期消火班】            

①火災を発見しない限りは、まずは地区災害対策本部もしくは指定集合場所等へ集合し、火災を 

発見した場合は、消防署並びに地区災害対策本部等に連絡を入れた後、現地で消火作業に当る。 

②班長の指示により、火災発生現場へ駆けつけ消火作業を行う。 

③状況によっては、救出・救護班とともに救出・救護活動を行う。 

④住民等の安否が確認できたら、道路や山の斜面に亀裂等が無いか被害状況を点検し、異常が見 

られた場合は大沢まちづくりセンター現地対策班に連絡する。 

【救出・救護班】                 

①家屋倒壊などの被害が見られない場合は、まずは地区災害対策本部もしくは指定集合場所等に 

集合する。 

   ②地区をパトロールして、被害状況を把握する。 

③班長の指示により、要救助者の救出・救護活動を行う。 

④状況によっては、消火班とともに消火活動を行う。 

【給食・給水班】 

   ①地震災害の初動時には、避難誘導班とともに住民等の安否確認を行う。 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

（３）震度の目安 

震度 人の体感・行動 屋内の状況 屋外の状況 

４ 
歩いている人のほとん

どが、揺れを感じる。 

棚にある食器類は音を立てる。 電線が大きく揺れる。自動車を運

転していて、揺れに気付く。 

５弱 

大半の人が、恐怖を覚

え、物につかまりたいと

感じる。 

棚にある食器類、書棚の本が落

ちることがある。固定していない家

具が移動することがある 

電柱が揺れるのがわかる。道路に

被害が生じる。 

５強 

大半の人が、物につか

まらないと歩くことが難

しい。 

棚にある食器類、書棚の本で落

ちるものが多くなる。固定していな

い家具が倒れることがある。 

窓ガラスが割れて落ちることがあ

る。補強されていないブロック塀が

崩れることがある。 

６弱 

立っていることが困難

になる。 

固定していない家具の大半が移

動し、倒れるものもある｡ 

壁のタイルや窓ガラスが破損、落

下することがある。木造の全壊住宅

が発生する。（数は少数） 

６強 

立っていることができ

ず、はわないと動くこと

ができない。揺れにほ

んろうされ、動くことも

できず、飛ばされること

もある。 

固定していない家具の殆どが移

動し、倒れるものが多くなる。 

補強されていないブロック塀のほと

んどが崩れる。木造の全壊住宅が

急増する。 

７ 

固定していない家具のほとんどが

移動したり倒れたりし、飛ぶことも

ある｡ 

壁のタイルや窓ガラスが破損､落下

する建物がさらに多くなる。耐震補

強の無い鉄筋コンクリート構造物の

多くが崩れる。 

 

（４）地震後に家を離れる場合の注意点 

地震後に家を離れる場合は、必ずガスの元栓を締め、電気のブレーカーを落とさなければならない。電

気ストーブ等のそばに可燃性物質が転がっている場合があり、停電が回復すると可燃物に着火し、通電火

災が発生する可能性が高いので、特に注意が必要。 



 

 

 

２．風水害時の初動体制 

風水害は、突発的なゲリラ豪雨などは別にして、事前に気象台などから情報が入るとともに、自らもイ

ンターネットで各地の降雨量や河川の水位情報等を入手することができるので、地震災害と比べ十分な

事前準備が可能である。 

市から発する洪水に係る避難情報（高齢者等避難、避難指示）は、国県の直轄河川の堤防決壊を想定し、

河川の水位の上昇度合いによって段階的にその危険度を通知するもので、内水氾濫を考慮したものでは

ない。高齢者等避難情報を発令した段階で、既に内水が溢れ、道路が冠水する可能性もあることを十分理

解しておく。 

したがって、初動体制は、市からの避難情報だけに頼るのではなく、地区独自の基準を設けて対応する

ことが必要。 

（１）大雨洪水警戒本部の設置 

地区連合自主防災組織役員は、次のいずれかがあったときに、大沢まちづくりセンター等に確認し、地

区災害警戒本部の設置に備える。 

ただし、会長等からの連絡により集合する。 

   ①気象台が、大雨・洪水警報を発表したとき 

   ②相模川中流の水位が氾濫注意水位（レベル２）6.50ｍに到達したとき 

   ③一時間に 50ｍｍ以上の土砂振り雨が降ったとき 

    ※一時間に 50ｍｍ以上の雨が降ると、水しぶきであたり一面、白くなる。 

   ④その他、会長等が必要と感じたとき 

 

（２）大雨洪水警戒本部の設置時の各班の役割 

  【地区連合自主防災組織役員及び自主防災組織役員と情報連絡班】 

   ①緊急連絡網により、地区防災構成員に警戒本部の設置を連絡する。 

   ②要援護者に対して、個別支援者を通じて警戒本部の設置を連絡する。 

   ③情報連絡班は、集合後、テレビやインターネット等により気象情報を収集する。 

   ④情報連絡班は、住民等に注意喚起する。 

  【水防班】 

①班長の指示により、住民等の危険箇所や冠水常襲箇所をパトロールする。 

②異常があった場合は、本部へ連絡する。 

  【避難誘導班】 

①要援護者の所在を事前に確認をしておく。（自宅か自宅以外か） 

②要援護者等へ随時情報提供を行うとともに、いつでも避難できるように事前準備をお願いして 

おく。（食料、常備薬等の準備を促す。） 



 

 

 

【救出・救護班】 

①救助用具を直ぐに持ち出しできるよう事前準備を行う。 

【給食・給水班】 

   ①非常食など備蓄物資の点検を行っておく。 

  【その他の班員】 

   ①直接役割の無い班員は、班長の指示があるまで自宅待機とする。 

 

（３）大雨洪水対策本部の設置 

会長等は、次のいずれか事項が発生した時は、地区防災組織の構成員に大雨洪水対策本部を設置するこ

とを宣言するとともに、住民等に地区災害対策本部設置を周知する。 

   ①市が高齢者等避難情報を発表したとき 

   ②気象台が相模原市に土砂災害警戒情報を発表したとき 

   ③地区内の国・県・市道等が冠水するか冠水することが予想されるとき 

   ④地区内で要避難者が出たとき 

   ⑤その他、会長等が必要と感じたとき 

 

（４）地区災害（大雨・洪水）対策本部設置時の各班の役割 

地区災害（大雨・洪水）対策本部設置時には、班ごとに次の役割を担うが、これは一つの目安に過ぎず、

状況に応じて会長等の指示により班の枠を超えた支援体制を組むものとする。 

  【地区連合自主防災組織役員及び自主防災組織役員と情報連絡班】 

   ①会長等は、気象状況や河川水位の把握に努め、各班に指示を出し対応に当たらせる。 

   ②班長、副班長は、会長等の指示により災害対応に当たる。 

   ③情報連絡班は、災害情報を収集し、必要に応じて住民へ伝達する。 

   ④情報連絡班は、住民等の安否情報を集約し、随時会長等に報告する。 

   ⑤情報連絡班は、各班から入手した情報を整理し記録する。 

  【避難誘導班・災害時要援護者支援班】    

①要援護者へ随時災害情報の提供を行うとともに、状況に応じて早めの避難支援を行う。高齢者 

    等避難情報を要援護者の避難支援の目安とする。 

   ②市の避難指示を合図に、一定のエリアごとに住民を集団で避難させる。 

  【給食・給水班】 

①地区の備蓄物資もしくは各家庭から持ち寄った食材で炊き出しを行い、災害対応従事者に対し 

て後方支援を行う。 

②風水害時避難場所における食料、飲料水、毛布などは避難者各自が持参することが原則である 

が、不足が生じる場合に備えて、予め準備しておく。 



 

 

 

【水防班】 

   ①堤防の越水を防ぐため、土のう積みを行う。 

  【救出・救護班】 

   ①避難が遅れたものを救助する。 

 

（５）災害時要援護者の避難支援 

   ①個別支援計画の策定 

要援護者には、平素から複数名の個別支援者を定めておく（個別支援計画の作成）と共に、平 

素から要援護者の体調などを把握し緊急時の個別支援の参考とする。 

   ②避難支援のタイミング 

要援護者の避難支援のタイミングは、市が発表する高齢者等避難情報を基本とするが、高齢者等 

避難情報が発表される前に道路が冠水する場合もあるため、道路の冠水状況等を十分把握し、高 

齢者等避難情報を待たずに避難支援を行うことも必要。 

        市は、高齢者等避難の発令の段階から避難場所等の開設を始めるため、高齢者等避難情報を待た

ずに指定避難場所等へ避難する場合は、事前に市と調整を行う。 

③積極的な交流と定期的な訓練の実施 

寝たきりで介護が必要な要援護者等は、悪天時、屋外を移動させること自体が体調を悪化させ 

る原因となる場合がある。そのことを踏まえ、日頃から自主防災組織の活動に積極的に参加し 

て、一律に指定避難場所等への避難（水平避難）を優先させるのではなく、状況に応じ自宅若し 

くは、周辺施設の２階以上への避難（垂直避難）するなどの緊急安全確保も選択肢とする。 

 

（６）住民等の避難支援 

   ①安全性の高い方を選択 

避難とは、自宅に留まることと指定避難場所等への避難とどちらがより安全かの選択である。 

したがって、洪水や土砂災害を警戒しての避難なら、安全な親戚・知人宅か、風水害時避難場所 

等のより安全だと思われる方を選択すればよい。 

   ②住民等の避難支援のタイミング 

市が発表する避難指示を基本とするが、避難指示が発表される前に道路が冠水する場合もある 

ため、道路の冠水状況等を十分把握し、避難指示を待たずに避難支援することも必要。 

立ち退き避難を原則に、マイタイムラインシートを活用して、自らがとるべき避難行動を確認し 

ておくことも必要。 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

災害時自主防災組織活動の流れ 
 

 

 

 
 

連絡先は各まちづくりセンター、公民館 

 

地区連合自主防災組織の本部及び現地対策班は、以下の地域振興課、各まちづくりセンタ

ー及び本庁管内公民館に設置される。 

 

緑区 

緑区役所地域振興課、大沢、城山、津久井、相模湖、藤野まちづくりセンター 

 

中央区 

小山公民館、星が丘公民館、清新公民館、中央公民館、横山公民館、光が丘公民館、大野

北、田名、上溝まちづくりセンター 

 

南区 

南区役所地域振興課、大野中、麻溝、新磯、相模台、相武台、東林まちづくりセンター 



 

 

 

【情報収集・伝達活動の流れ】自主防災組織 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地震関連情報等を把握する 

 ○携帯ラジオ、携帯電話等による外部情報の収集（ＦＭさがみ 83.9MHz） 

 ○防災行政無線等による情報の収集 

周囲の被害状況を把握する 

 ○火災、救急（負傷者、下敷きになっている人達）、障害（道路の交通障害、

倒壊家屋等）について 

 ○場所（目印）、状況（何がどのような規模で発生しているかなど） 

自主防災組織の本部（本部ができていない場合は自主防災隊長、防災部長や班長）

に連絡する（徒歩、自転車等状況により） 

応援要請や被害状況等を地区連合自主防災組織に連絡する 

 ○必要に応じて応援の要請（場所、状況等） 

 ○住民からの情報や独自に収集した情報の整理と連絡（徒歩、自転車、電話、

ファックス等状況により） 

地区連合自主防災組織 

 ○情報をまとめ、現地対策班へ連絡する（応援要請や災害の情報） 

自主防災組織の本部や地区連合自主防災組織からの情報を住民に

伝達する 

 ○避難指示等の緊急事項 

 ○出火防止、初期消火、救出・救護などへの協力・応援の呼びか

け 

 ○被害の状況、道路・ライフラインの状況、避難所や救護所の開

設状況、各機関の対応状況、食料・飲料水ほか生活必需品に関する

状況、デマの打ち消し、安心情報（トランジスターメガホン、掲示

板等により） 

地区連合自主防災組織 

 ○現地対策班からの対応策や情報を単位自主防災組織に伝達する

（被害状況や災害応急対策の実施状況等） 

自主防災組織の本部や地区連合自主防災組織からの指示を各班に

連絡する 

 ○消火や救出・救護等に関わる応援要請 

 ○避難所や救護所等の開設状況 

 ○食料・飲料水のほか生活必需品に関する状況 



 

 

 

【初期消火活動の流れ】自主防災組織 
 

出火防止を呼びながら、周囲の状況を把握する 火災を発見したら、大声で近所の人々に協力を呼びかける １１９番通報する（不通の場合は徒歩等による） 

個人・近隣所で消火活動を行う 

○消火器・水バケツ・三角バケツ等による消火 

組織的な消火活動に移行する 

 ○バケツリレー等による消火用水の搬送 

 ○可能な限り多くの消火器を調達 

 ○リーダーの指示による活動 

地区連合自主防災組織に応援要請する 

 ○場所、状況等（徒歩、自転車、電話、ファックス等状況により） 

地区連合自主防災組織 

 ○情報をまとめて、現地対策班へ連絡する 

 ○必要に応じ、単位自主防災組織へ応援出動を依頼し、企業へ協力

を求める（徒歩、自転車、電話、ファックス等状況により） 

可能であれば、被害甚大地区の消火活動に協力する 

危険性の少ない消火活動に協力する 

 ○ホースの延長・撤収・搬送の手伝い 

 ○放水時の補助 

 ○消防職員・消防団員の指示による活動 

消防団の活動に協力する 

 ○残火処理、現場の警戒活動等 



 

 

 

【救出・救護活動の流れ】自主防災組織 
 
 

 

 

 

 

声を掛けながら、周囲の状況を把握する 
負傷者、下敷きになっている人等を発見したら、大声

で近所の人々に協力を呼びかける 
１１９番通報する（不通の場合は徒歩等による） 

個人・近隣所で救出・救護活動を行う 

 ○服装等は、長袖、長ズボン、ヘルメット、軍手、タオル、懐中電灯等 

 ○手近の資機材による人力作業 

 ○軽傷者の手当（指定救急病院等に直接行かない） 

 ○応急処理（人工呼吸と心臓マッサージ、止血、骨折部位の固定など） 

組織的な救出・救護活動に移行する 

 ○救出・救護用資機材の使用 

 ○必要な要員、十分な安全の確保 

 ○リーダーの指示による活動 

地区連合自主防災組織に応援要請する 

 ○場所、状況等（徒歩、自転車、電話、ファックス等状況により） 

地区連合自主防災組織 

 ○情報をまとめて、現地対策班へ連絡する（応援要請や被害の状況） 

○必要に応じ、単位自主防災組織へ応援出動を依頼し、企業へ協力を

求める（徒歩、自転車、電話、ファックス等状況により） 

可能であれば、被害甚大地区の救出・救

護活動に協力する 

救出活動に協力する 

 ○消防職員・消防団員等の指示による活動 

二次災害の防止、警戒活

動を行う 

救         出 

現場で直ちに応急救護を行う 

 ○軽傷者の手当（指定緊急病院等に直接行かない） 

 ○応急処理（人工呼吸と心臓マッサージ、止血、骨折部位の固定など） 

負傷者は最寄りの救護所に搬送する 

 ○担架やリヤカー等による搬送 

 ○担架やリヤカー等がない場合は、毛布などによる応急担架、椅子等を活用し

て搬送を行う 

 ○原則として２～３人で行う 



 

 

 

【避難誘導活動の流れ】自主防災組織 
 
 

 自主的な避難判断を行う 

 ○火災の拡大、建築物の倒壊、地盤の崩壊等の被害発生の危険性がある場合 

 ○ひばり放送、ラジオや周囲の状況などから判断 

周辺住民への周知徹底を図り、避難時の注意事項を伝達する（トランジスター

メガホン等により） 

 ○発令者・避難対象地域・避難先・避難経路・避難指示の理由等 

 ○各自治会が選定している一時避難場所の周知 

 ○ガス元栓の閉鎖、電気ブレーカーの切断 

 ○携帯品は、食料、薬、日用品、衣類、貴重品等、必要最小限の生活用品の

み 

 ○服装は、長袖、長ズボン、ヘルメット、軍手、タオル、懐中電灯等 

 ○外出時の家族には連絡メモ 

避難指示等の解除や安全が確保された場合は、帰宅する 

広域避難場所への移動が必要と判断される場合は避難者を誘導する 

 ○火災の延焼拡大による火煙やふく射熱から身を守る場合は広域避難場所へ 

 ○火災や倒壊等で建物を失った場合などは避難所へ 

 ○火災や風などの気象状況、建物の倒壊の状況等を踏まえ、複数のルートか

ら避難経路を選択 

 ○避難者がはぐれないよう、自主防災組織旗、懐中電灯、避難誘導棒、ロー

プ、警笛等の活用 

 ○高齢者、障害者などの災害時要援護者は中央に配置 

 ○到着後人数が揃っているか確認し、不明者は手分けして捜索 

地区連合自主防災組織に避難状況を連絡する 

 ○避難場所、避難者数等（徒歩、自転車、電話、ファックス等状況により） 

 ○避難所では、電話、ファックス、携帯電話等 

地区連合自主防災組織 

 ○情報をまとめて、現地対策班へ連絡する 
避難所運営活動へ 

一時避難場所に避難する 

 ○災害時要援護者のうち、援助が必要な人に対して優先的に声をかけ、必要に

応じて援助する（車椅子、リヤカー、担架等の利用） 

 ○避難誘導要員を中心に、避難路を確保し、数人～数十人単位で避難する 

 ○到着後人数を確認し、行方不明者がいれば危険のない範囲で安否の確認 



 

 

 

【災害時要援護者支援活動の流れ】自主防災組織 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

災害時要援護者が在宅する家屋等を巡回し、安否の確認を行う 

【高齢者】 

 ○民生委員・児童委員と協力し、所在情報をもとに、主体的に確認 

【身体障害者・知的障害者】 

 ○民生委員・児童委員や関係団体等の協力を得て、戸別訪問、電話等により確認 

【保護者と離れてしまった乳幼児等】 

 ○災害時要援護者支援班を中心に把握 

救出・救護、避難誘導を行う 

 ○地域住民の協力、ボランティア、民生委員・児童委員等との連携により、主

体的に救出活動を実施 

 ○地域住民の協力と連携により、避難所への誘導、援助を実施 

地区連合自主防災組織に応援要請及び被災状況を連絡する 

 ○応援要請の場合は場所、状況等 

 ○被災の状況 

（徒歩、自転車、電話、ファックス等状況により） 

 

地区連合自主防災組織 

○情報をまとめて、現地対策班へ連絡する（応援要請や被害の状況） 

○必要に応じ、単位自主防災組織へ応援出動を依頼し、企業へ協力を

求める（徒歩、自転車、電話、ファックス等状況により） 

可能であれば、被害甚大地区の救出・救護活動に協力する 

避難所における環境を整備する／在宅の災害時要援護者への支援を行う 

 ○避難所では環境条件の良い場所を確保 

 ○特別な援護が必要な災害時要援護者を把握 

 ○必要な情報を適切な方法で提供（音声、文字、手話等） 

 ○声をかけて健康状態を確認したり、必要なニーズを把握 

 ○緊急物資等は優先的に提供 

 ○在宅被災者のトイレ状況の把握及び災害用マンホールトイレの運搬・設

置・移動・撤去 

地区連合自主防災組織に災害時要援護者の被災状況を連絡する 

 ○被災の状況やどのような支援が必要かなど 

 ○電話、ファックス、携帯電話等 

地区連合自主防災組織 

 ○情報をまとめて、現地対策班へ連絡する 

必要に応じて災害時要援護者用施設へ搬送する 

 ○地区ボランティアなどの活用 



 

 

 

【避難所運営活動の流れ・概ね１週間を目安として】自主防災組織 
 
 

 

 

 

避難所に到着したら、避難所担当者等の指示に

従い避難者を待機させる 
要請により避難所開設への協力等を行う 

（避難者は避難所担当者等の誘導により、屋内体育館等に入る） 

避難所運営本部を立ち上げる 

 ○避難所運営協議会（代表者会議）の設置 

 ○作業班の編成（管理班、情報班、救護班、給水班、救援物資班、炊き出し班） 

 ○ボランティア等との連携 

避難所での活動を自主的に行う 

避難者数の把握を行う 

 ○避難者名簿の作成（給食必要数、負傷者、

災害時要援護者、帰宅困難者の把握 

避難者の班編成・居住区域を設定する 

 ○班編成と班員リストの作成 

 ○班の代表者の決定 

 ○災害時要援護者には環境条件の良い場所を確保 

地区連合自主防災組織に避難所の状況を連絡する 

 ○避難者数、災害時要援護者の状況（ニーズ）、食料・物資の供給、

炊き出しの実施状況、不足物資の要請、避難所運営本部の運営状況、

ボランティアの参加・活動状況、要請、避難所の問題点、避難者のニ

ーズ等 

 ○安否情報 

 ○電話、ファックス、携帯電話等 

地区連合自主防災組織 

 ○情報をまとめて、現地対策班

へ連絡する 

食料、飲料水、物資等を供給する 

 ○食料、物資は、避難所防災備蓄倉庫から備蓄品の搬出 

 ○飲料水は、飲料水兼用貯水槽等から供給 

 ○不足の場合は、非常持出し品供出の呼びかけ 

救援物資の受入れと供給を行う 

 ○中身の確認・仕分けと保管 

 ○配布のルールづくり 

炊き出しを実施する 

 ○給食施設、非常用炊き出し

釜の活用 

広報活動を実施する 

 ○校内放送、掲示板等により提供 

 ○被災者の生活安定のために必要な情報を提供 

 ○災害時要援護者に必要な情報を適切な方法で提供 

負傷者には応急手当を行う 

 ○保健室での手当て 

 ○重傷者は救護所等への搬送 

 ○災害時要援護者の健康状態の把握 

し尿・衛生対策を実施する 

 ○仮設トイレの設置 

 ○災害時要援護者のための専用トイレ等の設置 

 ○ゴミ置き場、汚物集積場等の設置 

※避難所運営については、「避難所運営マニュアル」に基づき、避難所運営協議会が中心となって、避難所運営を行うこととする。 



 

 

 

【給食・給水活動の流れ】自主防災組織 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

不足する食料、飲料水、生活必需物資を確認する 

独自に調達し、被災者に供給する 

 ○自主防災組織による備蓄品の供出 

 ○非常持出し品等の利用 

不足が見込まれる分については、地区連合自主防災組織に要請する 

 ○どこに、何が、どれだけ必要かなど 

地区連合自主防災組織 

 ○情報をまとめて、現地対策班へ連絡する 

 ○単位自主防災組織等に供給 

物資の受入れを行う 

 ○中身の確認・仕分けと保管 

炊き出しを行う 

 ○備蓄品や持出し品の活用、かまどの設置 

被災者に供給する 

 ○全員に公平な配布を心がける（ルールづくりの徹底） 



 

 

 

避 難 計 画 書 記載例    

地区内自治会名（自主防災組織）及び概要    

自治会名（自主防災組織） 構成世帯数 構成人数 備   考（避難所等） 

 

  

○○○自治会 50 130 ○○○避難所   

          

避難所等の概要      

一時避難場所 所在地 避  難  経  路 備    考 

○○○公園 緑区○○123-4 ○○○通り。通行不可能の場合は△△△通り。○○○の近く等   

○○○広場 緑区○○123-4     

○○○神社 緑区○○123-4     

      

広域避難場所 面積（㎡） 収容人数 避  難  経  路 備    考 

県立相模原総合高等学校 45,200  15,100  ○○○通り。通行不可能の場合は△△△通り。○○○の近く等   

下九沢団地一帯 59,500  15,400     
        

避難所 収容人数 
飲料水兼 

用貯水槽 
避  難  経  路 備    考 

大沢小学校 1,532 有 ○○○通り。通行不可能の場合は△△△通り。○○○の近く等 救護所・給食室 

作の口小学校 1,260  無   給食室 

大島小学校 1,221  無   給食室 

九沢小学校 1,260 無   給食室 

大沢中学校 1,522 無   グラウンド夜間照明 

内出中学校 1,289 無     

※風水害時避難場所         大沢公民館及び小学校各４校（城山ダムの緊急放流時には北総合体育館が開設される可能性があります。）    

 



 

 

 

   

避 難 計 画 書     

地区内自治会名（自主防災組織）及び概要    

自治会名（自主防災組織） 構成世帯数 構成人数 備   考（避難所等） 

 

  

      

      

避難所等の概要      

一時避難場所 所在地 避  難  経  路 備    考 

      

      

      

      

広域避難場所 面積（㎡） 収容人数 避  難  経  路 備    考 

県立相模原総合高等学校 45,200  15,100      

下九沢団地一帯 59,500  15,400      

      

避難所 収容人数 
飲料水兼 

用貯水槽 
避  難  経  路 備    考 

大沢小学校 1,532 有   救護所・給食室 

作の口小学校 1,260  無   給食室 

大島小学校 1,221  無   給食室 

九沢小学校 1,260 無   給食室 

大沢中学校 1,522 無   グラウンド夜間照明 

内出中学校 1,289 無     

※風水害時避難場所 大沢公民館及び小学校各４校（城山ダムの緊急放流時には北総合体育館が開設される可能性があります。）  



 

 

 

「          」自治会 防災資機材等配備計画書 

目  的 防  災  資  機  材 

①情報収集・伝達用  

②初期消火用  

③水防用  

④救出用  

⑤救護用  

⑥避難所・避難用  

⑦給食・給水用  

⑧訓練・防災教育用  

⑨その他  

未整備品の購入方法・入手計画等 

 

 



 

 

 

目的別の主な防災資機材【例】 

目  的 防  災  資  機  材 

①情報収集・伝達用 

携帯用無線機、受令機、電池メガホン、携帯用ラジオ、腕章、住宅

地図、模造紙、メモ帳、油性マジック（安否・被害状況等、情報収

集・提供の際に用いる筆記用具として）等 

②初期消火用 

可搬式動力ポンプ、可搬式散水装置、簡易防災水槽、ホース、スタ

ンドパイプ、格納器具一式、街頭用消火器、防火衣、鳶口、ヘルメ

ット、水バケツ、防火井戸 等 

③水防用 
救命ボート、救命胴衣、防水シート、シャベル、ツルハシ、スコッ

プ、ロープ、かけや、くい、土のう袋、ゴム手袋 等 

④救出用 

バール、はしご、のこぎり、スコップ、なた、ジャッキ、ペンチ、

ハンマー、ロープ、チェーンソー、エンジンカッター、チェーンブ

ロック、油圧式救助器具、可搬式ウインチ、防煙・防塵マスク 等 

⑤救護用 担架、救急箱、テント、毛布、シート、簡易ベッド 等 

⑥避難所・避難用 
リヤカー、発電機、警報器具、携帯用投光器、標識板、標旗、強力

ライト、簡易トイレ、寝袋、組立式シャワー 等 

⑦給食・給水用 
炊飯装置、鍋、こんろ、ガスボンベ、給水タンク、緊急用ろ水装置、

飲料用水槽 等 

⑧訓練・防災教育用 

模擬消火訓練装置、放送機器、119 番訓練用装置、組み立て式水槽、

煙霧機、視聴覚機器（ビデオ・映写機等）、火災実験装置、訓練用消

火器、心肺蘇生用訓練人形、住宅用訓練火災警報器 等 

⑨その他 簡易資機材倉庫、ビニールシート、携帯電話機用充電器、除雪機 等 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

大沢地区 防災まちあるきの手引き 

 

１ 目的 

地震や火災、風水害などの災害時には、普段見慣れているまちの姿が一変し、思いもよらない事態

に遭遇することが考えられます。このため、普段の活動の中で、事前に災害に備えておくことはとて

も有効です。 

まちあるきによる防災マップづくりは、災害時をイメージしながらまちを歩き、地域の現状や問

題点、危険な場所などを認識し、防災・減災活動へ結びつけ、地区防災計画の基礎資料とすることを

目的とします。 

 

２ 事前に準備しておくもの 

□ 大沢地区 防災まちあるきの手引き 

□ 住宅地図等（マップ） 

□ 大沢地区・地区防災計画用地図 

□ 地区別防災カルテ 

□ デジタルカメラ（気になる部分や忘れないための記録用） 

□ 筆記用具（色鉛筆） 

□ 付箋紙・メモ等 

□ セロテープ 

□ その他必要と思われるもの 

 

３ まち歩きの進行表（スケジュール） 

日にち 項目 内容 所要時間 

○月○～○日 
自治会内で参加者

を募集 

自治会長や防災部長を中心として、

幅広い世代から参加者を集める。 
- 

○月○～○日 まちあるきの開催 

開会挨拶、本日の予定説明、参加者自

己紹介 
１０分 

まちあるきの方法説明 ２０分 

まちあるきの実施 ６０分 

まとめ（マップへの記載） ３０分 

○月○日まで 結果 まとめた結果を地図に記入する。 - 



 

 

 

 

４ まち歩きの進め方 

まち歩きのチェックポイントを読み、参加者でチェックの視点を確認します。参加者の人数によ

ってグループ分けをし、チェックする方面を分けるなど工夫しましょう。１グループが動きやすい

目安の人数は６～８人程度です。 

 

（１）まち歩きの目的・視点を参加者で共有します 

・地震等災害による被害イメージを出し合いましょう。 

・災害情報の伝達、安否確認、救出・救護、避難誘導に役立つ地域資源（公園、緑地など）を 

出し合いましょう。 

・地区内の要援護者、地域防災組織の役員等、支援する側・受ける側のイメージを確認しまし 

ょう。 

 

（２）住宅地図を用意し、まち歩きルートを決めます 

大沢地区のマップや地区別防災カルテを利用しながら、単位自主防災本部を中心としたルートを

設定します。避難誘導に役立つ資源のある場所や危険箇所にも立ち寄り確認ができるように工夫し

ましょう。 

一回あたりのまち歩きの距離は１km 程度、時間として 60 分以内が適当です（歩行速度１分あ

たり 10～20 メートルとして考えています）。 

 

（３）参加者で役割分担を決めます 

・誘導係～事前に決めたルートをもとに、地図に従い参加者を誘導します。 

・記録係～危険箇所、資源をあらかじめ決めた記入方法で色分けして地図に記入し、記録しま 

す。写真撮影したときは、撮影場所、撮影の視点などもメモしましょう。 

・写真係～あらかじめ確認した視点に従って、地域資源や危険箇所の撮影をします。撮影する 

時は記録係に連絡します。 

・交通係～安全にまち歩きや確認が行えるよう交通安全に留意し、誘導します。 

 

（４）さあ、出発！ 

要援護者の困難をイメージしながら、実際にまちを歩いてみましょう。写真やメモなど記録もと

っておきます。 

 

※注意点 

マップづくりに使用する地図は個人名があきらかにならないよう、個人情報の保護に留意しまし

ょう。また、マップづくりから得た情報を不用意に漏らすことのないよう、参加者全員で確認するこ

とも忘れてはなりません。 



 

 

 

 

 

 

５ チェックポイントとマップへの記載方法 

（１）災害で危険なもの 

●道路に関するもの →道路部分をオレンジ色に塗る。 

□ 狭い（4ｍ以下） 

□ 道路沿いに転倒、落下しそうな不安定なものがある 

□ 斜面にある道路で擁壁崩壊などで崩れる恐れがある 

□ 急坂や段差があり、高齢者や幼児には負担が大きい 

□ 普段歩いていて通行の障害になるものがある、あるいは多い 

□ 橋や歩道橋 

□ 近くに迂回（うかい）ルートがない（二方向避難ができない）、奥まっている 

●建物、街並みに関するもの →該当部分を赤色に塗る。 

□ 老朽化した建物（特に木造）が道路沿いに立ち並んでいる（倒壊） 

□ 高層建築が道路際に立ち並んでいる（落下物） 

□ 不安定な塔状工作物（煙突、給水塔、大型アンテナ、広告塔） 

□ 窓ガラスの飛散（硬化パテ止めのはめ殺し窓など） 

□ 木造建物が密集している（火災の延焼） 

●倒壊、転倒しそうな危険施設 →施設をピンク色に塗り、面した道路部分をオレンジ色に塗る。 

□ 高い、古い、損傷した塀（ブロック塀、石塀など重量塀） 

□ 傾斜地や盛土地の擁壁などが不備、古い、傷んでいる 

□ 様々な自動販売機 

●土地に関する問題 →該当部分を水色に塗る。 

□ 川沿いなどで、地盤が軟らかそうである 

□ 窪地で、水がたまる、浸水が想定されている 

□ 降雨時に水が流れる水路や側溝（蓋がない）がある 

●危険物施設 →該当部分を紫色に塗る。該当施設の名称を記載する。 

□ 石油類など危険物貯蔵施設の場所 

□ ＬＰＧ（液化石油ガス）など貯蔵施設の場所 

●過去に災害があった場所 →該当部分に黄色を塗り、名称を記載する。 

●その他、みなさんの地域特有の問題を考えてください。 

 □ 上記の内容でコメントが必要な場合は、付箋やメモをつける。 

 □ 他にも気になる点は、付箋やメモでわかるようにしておく。 

  



 

 

 

（２） 防災全般 

●単位自主防災本部 →該当部分に緑色で◎を記入し、名称を記載する。 

●一時（いっとき）避難場所 →該当部分に緑色で○を記入し、名称を記載する。 

●公園や広場等 →該当部分を緑色で塗る。 

□ 避難が可能な公園や神社や駐車場等（オープンスペースとして役立つ場所） 

●消防・消火施設、自然水利 →該当部分を青色に塗る。該当の名称を記載する。 

□ 消火栓の位置 →青色で○ 

□ 防火貯水槽の位置と表示 →青色で◎ 

□ 消火器の設置場所 →青色で●（丸に塗りつぶし） 

□ （使える）井戸、川の水、池、わき水、その他 

●防災倉庫→該当部分を茶色で◎を記入し、名称を記載する。 

●防災活動に役立つと思われるもの →該当部分を茶色で○を記入し、名称を記載する。 

□ 病院、診療所、薬局、食料品店、金物店、スーパー、コンビニなど 

□ 建設関係工事店、各種燃料取扱店など 

□ 公衆トイレ 

●その他、みなさんの地域特有の資源を考えてください。 

 □ 上記の内容でコメントが必要な場合は、付箋やメモをつける。 

 □ 他にも気になる点は、付箋やメモでわかるようにしておく。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

大沢地区総合防災訓練計画書 

 

日   時  ○○月○○日 ○○時から○○時まで 

場   所  ○○○○○センター 

指 導 者  ○○○○消防署員（団員）等 ○名 

参 加 者  ○○○地区防災組織 ○○名 

目   的  １ 組織内各班相互間の連携及び効果的な自主防災活動の実施 

       ２ 各種防災資機材についての知識及び取扱要領の習得 

想   定  震度６弱の大地震におそわれ、道路、電話等各種公共施設に大きな被害が生 

じ、また、倒壊したビルや家屋から火災が多発するとともに負傷者が続出し 

た。さらに多発した火災は延焼拡大の恐れがあり、地域住民の避難が必要と 

なったものとする。 

訓 練 内 容  以下の訓練を行う。 

 

１ 各戸訓練 

  地震発生（想定時間）とともに火気使用中の各家庭では、火の始末をするとともに丈夫   

な家具の下にもぐる等身体保護を行う。 

 

２ 通報訓練 

  地区内に発生した火災を発見した者は、大声で付近住民に知らせるとともに１１９番に

通報する。 

３ 消火訓練 

 ○○○○周辺に発生した火災を水消火器、水バケツ及び資機材を活用し、消火班が指導

者の合図により交代して行う。 

 

４ 避難訓練 

  地区防災組織の初期消火活動にもかかわらず、火災が拡大したため、避難誘導班の指導

のもとに○○○○広域避難場所まで避難する。 

 

５ 救出・救護訓練 

  ○○○○広域避難場所に避難中、落下物等により負傷した者を救護所に担架搬送すると

ともに応急手当を施し、近隣の病院、診療所へ搬送する。 

 

６ 給食・給水訓練 

  飲料水を確保するとともに非常用備蓄食糧の試食を行う。 



 

 

 

個別訓練実施計画書 

 

救出・救護訓練 

 

日   時  ○○月○○日 ○○時から○○時まで 

場   所  ○○○○○センター 

指 導 者  ○○○○消防署員（団員）等 ○名 

参 加 者  ○○○○自主防災組織 ○○名 

目   的  防災資機材を活用した要救出者の救出方法等についての知識の習得。 

訓 練 内 容  消防職員等指導のもと、建物などの下敷きとなった要救助者の救出・救護方 

法を習得する。 

 

１ 倒壊建物からの救出・救護 

  準備として廃材やベニヤを利用して、倒壊した建物の屋根の部分を作る。 

 （１）中に要救出者を模して人形等を入れておく。 

 （２）救出にあたっては、要救出者に対して声を掛け安心感を与える。 

 （３）倒壊建物に進入する場合は、余震の有無や足場の安全などを確かめ、二次災害の 

   発生に注意する。 

 （４）要救出者の状況を確認し、救出作業の妨げとなる部分を破壊し、取り除く。 

 （５）ジャッキがある場合は、ジャッキで持ち上げる（ない場合は、斧やバールで屋根 

   を壊す）。 

 （６）隙間が崩れないように角材等（長さ４０～５０ｃｍ）で補強する。 

 

２ 転倒家具やロッカーに挟まれている人の救出・救護 

  準備として廃材等を利用して倒壊した建物を作る。 

 （１）中に要救出者を模して人形等を入れておく。 

 （２）救出にあたっては、要救出者に対して声を掛け安心感を与える。 

 （３）木材・バール（木材の太さは１０ｃｍ以上）をテコに、あるいはジャッキで倒壊 

   物に隙間をつくる。場合によっては、転倒物の一部を破壊し、中の物を取り出すな 

   どして重量を軽くする。 

 （４）隙間が崩れないように角材等（長さ４０～５０ｃｍ）で補強する。 

 

３ 高所から降りられなくなった人の救出・救護 

 （１）はしごを使って救出可能な時は、はしごを使う。 

 （２）高齢者などの場合は、救出者が上にあがり要救出者の腰にロープを結び転倒防止 

   に努める。その際、結んだロープが締まらないように、もやい結びを使う。 

 （３）降りる人の速度にあわせて少しずつロープを緩め、転落しないように注意しなが 

   ら降ろす。 



 

 

 

個別訓練実施計画書 

 

普通救命講習 

 

日   時  ○○月○○日 ○○時から○○時まで 

場   所  ○○○○○センター 

指 導 者  ○○○○消防署員（団員）等 ○名 

参 加 者  ○○○○自主防災組織 ○○名 

目   的  ○時間の講習で、一人法の成人に対する心肺蘇生法を中心として、大出血時

の処置方法を習得する。 

訓 練 内 容  消防職員等指導のもと以下を習得する。 

 

１ 座  学 

 （１）応急手当の目的 

 （２）応急手当の必要性 

 （３）応急手当の対象者とその必要性 

 （４）傷病状態の把握による応急手当 

 （５）応急手当の優先順位を決定するために必要な知識 

 

２ 実  技 

 （１）成人の心肺蘇生法 

 （２）止血法 

 （３）自動体外式除細動器（ＡＥＤ）の使用方法 

 

【普通救命講習カリキュラム】 

別紙参照 



 

 

 

災害図上訓練（DIG） 
 

 災害図上訓練（DIG）とは、参加者が地図を囲んで、自分たちのまちの自然のつくりや防

災関連施設、危険箇所等の情報を書き込み、災害時の対応策について論議する訓練である。 

 DIG とは Disaster（災害）Imagination（想像力）Game（ゲーム）の略で、住民やボラ

ンティアを含んだ地域防災のあり方を探っていた三重県消防防災課（当時）の平野昌氏と、

防衛研究所で災害救援を研究していた小村隆史氏（現富士常葉大学准教授）の２人が中心と

なり、自衛隊の指揮所演習で使う地図と透明シートの方式を活用して編み出したものである。 

 

 

（１）準備するもの 

  ・街区地図（A1 サイズ程度） 

  ・地図を覆うことができる透明シート 

  ・マジックペン、丸型カラーシール、ふせん、セロハンテープ 

  ・まち歩きで取ったメモ、まち歩きで撮影した写真等 

  ・洪水ハザードマップ等 

 

（２）災害図上訓練（DIG）の流れ 

  ・「地震」「風水害」などの災害をテーマに設定する。 

  ・参加者は「地方公共団体職員」「応援に駆けつけた支援者」「被災地住民」などになり

きって演じ、立場に応じた意見を出す。 

  ・過去の災害をある程度教訓として反映した被害想定を各々に配布する。 

  ・「自然やまちのこと」「まちの施設や人のこと」「災害時に危険なところ」などを書き

込み地域の状況把握を行う。 

  ・被害想定に従い地図上の地域がどうなるかを地図に書き込むとともに、被害を未然に

防ぐためには何が必要なのかを話し合う。 

  ・次に、時間経過とともに変化した被害状況を新たに提示し、変化した被災地での対応

策について新たに話し合う。 

・最後に、自治体の防災担当部局職員など、防災の知識を有する人の講評を受ける。 



 

 

 

体験イベント訓練計画書 

 

日   時  ○○月○○日 ○○時から○○時まで 

場   所  ○○○○○センター 

指 導 者  相模原市役所職員 ○名 ○○○○消防署員（団員）等 ○名 

参 加 者  ○○○○自主防災組織 ○○名 

目   的  チーム対抗で消火リレー・救急法リレーなどを競い合うなどして、楽しみな

がら消防防災の知識を体得する。 

訓 練 内 容  以下の訓練を行う。 

 

１ 運動会形式 

 （１）消火リレー 

   ・ペットボトルなどを火にみたてて、訓練用消火器を使用して目標物を倒す。 

   ・水バケツを使用して水槽から水槽へ水を移す。 

 （２）煙体験迷路ハウス脱出タイムトライアル 

   ・迷路状になった煙体験ハウスを消防署員指導のもと、素早く通り抜ける。 

 

２ 体験形式 

 （１）心肺蘇生法マスターへの道 

   ・消防職員等の指導のもと普通救命講習を実践した後に、復習を兼ねて個別にチェッ 

クポイントを設けてチーム対抗で競う。 

 （２）避難生活アイデア工作 

   ・牛乳パックのろうそくやペットボトルと砂、木炭を使った即席のろ水器を製作する。 

（３）非常用備蓄食糧 

・昼食を兼ねて、炊き出し、非常食の試食を行う。 

 （４）防災歩け歩け大会 

   ・防災マップを参考に、地域の災害危険箇所の把握を行うとともに過去の風水害地等

を巡りながら、当時の資料写真等を見て、地域の防災について考える。ゴールを○

○○センター等として、上記イベント等と組み合わせて実施する。 

 

 
 
 


